
FastPDFGen 使用許諾契約書 

 

本使用許諾契約書は、お客様と株式会社 PM9(以下「弊社」)との間に締結される法的な契約書で

す。お客様が本使用許諾契約書の内容について同意・承諾した場合に限り、株式会社 PM9 はお

客様に FastPDFGen(以下「本ソフトウェア」)の使用を許諾するものとします。 

 

1．ソフトウェアの使用許諾 

 

1） 本ソフトウェアの著作権は、弊社に帰属します。 

2） 本ソフトウェア及びライセンスキーは、著作権者である弊社から本ソフトウェア及びライセンスキ

ーの使用者であるお客様にその使用を許諾するものであり、販売、売買または譲渡されること

を固く禁じます。 

3） 弊社は、お客様に本ソフトウェア及びライセンスキーの非独占的且つ再許諾不能の使用権を

許諾します。 

4） お客様は、本ソフトウェアを一つのサイト(ここでいうサイトとは、複数台のコンピュータを有する

一つの事業部署を表します)に対し 1 ライセンスキーにて御使用いただくことができます。 

5） お客様は、本使用許諾契約書に明示される場合の他は、本ソフトウェア及びライセンスキーを

複製、販売、貸与、その他頒布、送信可能化、公衆送信、再使用許諾、営業使用することのい

ずれも固く禁じます。 

6) お客様は、本ソフトウェアを解析、逆コンパイル、逆アセンブル、翻案することを固く禁じます。 

 

2．制限保証 

 

1) 弊社は、本ソフトウェアに関して瑕疵（バグ）がないことを保証しません。弊社は現状で使用許諾

されるものとし、お客さまの使用中に発生した瑕疵（バグ）について修正する責任は負いませ

ん。  

2) 弊社は、お客様から「ヘルプデスクサービス」を契約していただいた場合に、本ソフトウェアの障

害に関する情報の提供を行います。 

 

3．損害賠償責任 

 

1） 弊社は、本ソフトウェアの使用の結果から生じたお客様の損害について、弊社の過失の有無を

問わず、当該損害を賠償及び補償する義務はないものとします。 

2） 弊社は、ライセンスキーの不正使用の結果から生じたお客様の損害について、弊社の過失の

有無を問わず、当該損害を賠償及び補償する義務はないものとします。 

3） 日本国法令の適用の結果、弊社が損害賠償責任を負う場合であっても、その範囲は、お客様

の本ソフトウェアの使用及びライセンスキーの不正使用の結果からお客様に生じた直接且つ

現実の損害に限り、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、 逸失利



益、間接損害、その他の損害について、弊社は一切責任を負わないものとします。 

4） 各々の規定は、弊社に故意又は重大な過失がある場合に関しては、適用されないものとしま

す。 

 

4．使用許諾契約解除 

 

1) お客様が本使用許諾契約の定める事項の 1 つでも違反した場合、弊社は、お客様への通知ま

たは催告なく、直ちに本使用許諾契約を解除することができるものとします。 

 

5．一般条項 

 

1） 本使用許諾契約は、その成立、効力、解釈及び履行を含め、全て日本国法令に基づくものとし

て、本使用許諾契約に定めのない事項に関しては、著作権法、民法、商法およびその他の法

令の定めによるものとします。 

2） 本使用許諾契約の一部が、日本国法令の適用により効力を有しないとされる場合でも、その他

の部分はこれに反しない最大限の範囲で効力を有するものとします。 

 


